
大学・短期大学の全体規模の試算

（大学等の新増設については基本的に抑制しつつ，臨時的定員の５割を恒常的定員化した場合）

（千人，％）

８ 年 度 実 績 １１年度 １ ６ 年 度 ２１年度

１８歳人 口 １ ７ ３ ２ １５４５ １ ４ １ １ １ ２ ０ １

志願者数 １ ０ ９ ６ ９３４ ８７６ ７ ０ ７

（ 現 役 志 願 率 ） （ ５ ４ ． ４ ） （ ５ ４ ． ９ ） （ ５ ８ ． ９ ） （ ６ ２ ． ９ ）

入学定員 ６９３ ７０６ ６５７ ６ ７ ９

入学者数 ８００ ７４８ ７１１ ７ ０ ７

志 願 者 に 対 す る ７ ３ ． ０ ８０．１ ８ １ ． １ １ ０ ０ ． ０

収 容 力

進 学 率 ４ ６ ． ２ ４８．４ ５ ０ ． ４ ５ ８ ． ８

（ 高 卒 進 学 率 ） （ ４ ５ ． ５ ） （ ４ ７ ． ２ ） （ ５ ５ ． １ ）

出典：大学審議会答申「平成１２年度以降の高等教育の将来構想について」（平成９年１月２９日）

【試算の考え方－ポイント】

１．現役志願率は，大学，短期大学それぞれ平成８年度実績（大学…年0.8 ％増，短期

大学…年0. 6 ％減）で推移するものとした。ただし，短期大学については，１２年度

以降，１１年度の想定値（12.8％）で固定するものとした。

２．入学定員については，恒常的定員について平成８年度実績（大学…年6.6 千人増，

短期大学…年2.2 千人減）を維持しつつ，臨時的定員（平成８年度，大学…73千人，

短期大学…3 6千人）は，１２年度から１６年度にかけて，毎年度，１１年度の規模の

１割ずつ解消し，１６年度に５割を恒常的定員化（臨時的定員は全て解消）するもの

とした。

３．平成１１年度，１６年度及び２１年度の外国人留学生及び社会人学生の入学者数

は，それぞれ，15千人，30千人とした。

４．平成１１年度，１６年度及び２１年度の定員超過率は，1.1 0とした。

５．恒常的定員については，大学・短大それぞれ，平成７年度から８年度の増減を維持

するものとした。ただし，大学については，１２年度から１６年度までの間，臨時的

定員の恒常的定員化に伴い，それ以外の恒常的定員増については，通常の１／２とな

るものとした。



全体規模の試算についての考え方

① 現役志願率は，大学，短大それぞれについて，平成７年度から８年度の増減を維持

するものと仮定。

大学：年０．８％増， 短大：年０．６％減

ただし，短大については，１２年度以降，１２．８％（１１年度の想定値）で固定。

当該年度の高卒者のうち大学へ願書を提出した者の数

○現役志願率＝ ×１００

当該年度の高卒者数

○現役志願者数 ＝ 高卒者数 × 現役志願率

高卒者数は，当該年度の１８歳人口の８９．７％（８年度実績）と仮定。

② 過年度志願率については，大学，短大それぞれについて，平成８年度実績で継続す

るものと仮定。

大学：前年度不合格者の７７．７％が翌年度も志願

短大：前年度不合格者の４９．６％が翌年度も志願

○過年度志願者数 ＝ 前年度不合格者数 × 過年度志願率

○全志願者数 ＝ 現役志願者数 ＋ 過年度志願者数

③ 入学定員については，大学，短大それぞれについて，以下のとおりとした。

《大学》

恒常的定員について，毎年６．６千人増加（平成８年度の増加分）するものとした。

《短大》

恒常的定員について，毎年２．２千人減少（平成８年度の減少分）するものとした。

臨時的定員（平成８年度，大学…7 3千人，短期大学…3 6千人）は，１２年度から１６年度

にかけて，毎年度，１１年度の規模の１割ずつ解消し，１６年度に５割を恒常的定員化（臨

時的定員は全て解消）するものとした。

④ 定員超過率については１１年度において１．１０となり，１１年度以降は１．１０

で推移するものと仮定。

○入学者数 ＝ 入学定員 × 定員超過率（１．１０）（１１年度以降）

全志願者数がこれを下回る場合は，入学者数と全志願者数とは一致するものとした。

⑤ 志願者に対する収容力 ＝ 入学者数 ÷ 全志願者数

⑥ 進学率 ＝ 入学者数 ÷ １８歳人口

⑦ 平成１１年度，１６年度及び２１年度の外国人留学生数及び社会人学生の入学者数

については，それぞれ１５千人，３０千人とした。


